
5　台風・大雨等による風水害対策

（１）　台風基礎知識

①　台風とは
　熱帯低気圧のうち、北西太平洋や南シナ海に存在し、最大風速（10 分間平均）がおよそ毎秒
17 ｍ（34 ノット、風力 8）以上のもの。

②　暴風域とは
　台風の周辺で平均風速が毎秒 25 ｍ以上の風が吹いていると考えられる領域。通常その範囲
を円で示したもの。

③　予報円とは
　台風の中心が、12、24、48、72、96、120 時間後に到達すると予想される範囲を円で表したもの。

（台風の中心が予報円に入る確率はおよそ 70％）
④　台風の大きさ及び台風の強さと最大風速について

（例）・大型で、猛烈な台風 17 号は、・・・・
　　・超大型で猛烈な台風××号は、・・・・

（２）　台風時の自分で行う災害対策

①　家の外の備え・・・大雨が降る前、風が強くなる前に行う。
ア　窓や雨戸はしっかりとカギをかけ、必要に応じて補強する。
イ　側溝や排水口は掃除をして水はけを良くする。
ウ　風で飛ばされそうなものは、飛ばないように固定したり、家の中へ格納する。

②　家の中の備え
ア　非常用品の確認をする。
　（懐中電灯、携帯用ラジオ、乾電池、救急薬品、非常用食品、衣類等）
イ　室内からの安全対策をする。
　（飛散防止フィルムなどを窓ガラスに貼ったり、万一の飛来物の飛び込みに備えてカーテンや
　ブラインドをおろしておく）
ウ　水の確保をする。
　（断水に備えて飲料水を確保するほか、浴槽に水を張るなどして生活用水を確保する）

③　避難場所の確認
ア　学校や公民館など、避難場所として指定されている場所への避難経路を確認する。
イ　普段から家族で避難場所や連絡方法などを話し合う。
ウ　避難するときは、持ち物を最小限にして、両手が使えるようにする。
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（４）　暴風警報発表に伴う事前・事後指導

　①　事前指導
ア　台風に関する基礎知識の学習。
イ　自らの安全確保について。（危険回避能力の育成）
ウ　台風接近に伴う対策。（教室の戸締まり、飛散物の防止対策等）
エ　不要不急の外出を控える。
オ　暴風警報発表中及び解除時の対応について。（保護者へも通達）・・・下記に例示

　②　事後指導
ア　健康観察（ケガはなかったか。建物等は大丈夫だったか）
イ　台風通過後の環境整備（校内外の清掃）

　③　暴風警報発表中及び解除時の対応について（各学校で作成して下さい）

（例：小学校の場合）

暴風警報発表中及び解除時の出校･給食等について
○○○小学校

本校では、暴風警報発表及び解除時の対応について、生徒の安全確保のために、常に下記の
ような対応となります。

1（当該地域に）暴風警報が発表された場合・・・学校は臨時休校になります。
（１）テレビ、ラジオ等で当該学校のある地域へ「暴風警報」が発表されたとき。
（２）登校後、暴風警報が発表された場合には、授業を中断し下校となります。

2　暴風警報が解除になった場合
（１）午前7時00分までに解除になった場合
 →　通常通り登校（給食はあります）
（２）午前7時00分から午前○○時○○分までに解除になった場合
 →　解除の時刻から○時間後に授業を始めます。
　　　　　　　※給食はありませんので、食事を済ませてから登校させて下さい。
（３）12時（正午）以降に解除になった場合
 →　引き続き臨時休校です（登校させないでください）

3　安全の心得
（１）登校前の注意
　　  テレビやラジオ、インターネット等で台風情報について確認する。
（２）暴風警報解除後の登校の注意
　　  風や雨等が強い場合、足下や上からの落下物等に十分気をつけ、車両などに注意を払
　　い、交通事故にも十分気をつけて登校して下さい。
（３）台風で休校の場合は、自宅で学習しましょう。決して外で遊ばないようにして下さい。

※暴風警報が発表されたときは、当該地方内所在の各園長、校長は、臨時休業の措置をとることがで
きる。
　また、「大雨警報」「洪水警報」が発表された地方内所在の園長、校長は学区域内の情況（河川の氾
濫、道路の決壊、地滑り、土砂崩れ、浸水等の恐れのある場合）に応じて臨時休業を行うことができる。
なおその際、児童生徒等の安全確保のための適切な措置を講じることとなっている。
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